
 

市制施行７０周年記念事業 
キックオフ式典の開催 

市制施行７０周年記念事業 
ロゴマーク・キャッチフレーズの投票について 

津島市は、平成２９年３月１日に市制施行７０周年を迎
えます。市制施行７０周年記念事業のキックオフとして、
次のとおり式典を開催します。 
日時　７月７日 午後７時～８時 
場所　文化会館小ホール 
内容　 
・キックオフ宣言 
・市制施行７０周年記念事業として活動する団体によ
る「がんばります！宣言」 
・市民活動団体による演出 
・市制施行７０周年記念ロゴマーク、キャッチフレーズ
の発表および表彰 

申込　不要 
その他　ご来場の方には、市制施行７０周年記念ロゴ
マークの缶バッジを進呈します。 

店舗名　洋菓子パティスリー・シェフ 
営業時間　午前９時～午後８時３０分 
定休日　木曜日(イベント時営業) 
場所　津島市西柳原町３丁目６２(津島警察署を北へ
２５０ｍ) 
　1０５６７ー２６ー０５８２ 
販売価格　３５０円 

スイーツで津島市を盛り上げようと、平成２７年度に開催した津島の“和”スイーツアイデアコンテスト(審査委員長
辻口博啓)の受賞作品が、市内の店舗で商品化されました。 

市制施行７０周年記念事業のロゴマークとキャッチ
フレーズを募集したところ、ロゴマーク１６２作品とキャ
ッチフレーズ５６３作品の応募がありました。これらを市
で一次選考し、選出された各１０作品において二次選
考の投票を行っています。 
投票締切　６月１０日 午後５時必着 
投票方法 
・投票箱による投票　 
　市役所、神守支所、神島田連絡所の１階で投票でき
ます。 
・市ホームページによる投票 
市ホームページ「市政・ビジネス」→「広報・行事」→ 
「津島市制７０周年記念事業」から投票できます。 
優秀賞及び佳作の投票結果 
７月８日 に市ホームページにて発表。優秀賞は、左
記の市制施行７０周年記念事業キックオフ式典で発表
します。 

津島市は市制７０周年を迎えます 
問合　シティプロモーション課誘致・プロモーションＧ　　内線２３５４・２３５５ 

津島の“和”スイーツ商品化 

Ｌａｎｔｅｒｎ(らんたん)

店舗名　Ｐｉｃｃｏｌｏ(ぴっころ) 
営業時間　毎月１０日 午前９時～正午 
場所　津島神社南側駐車場 
販売価格　２００円 
 
 

レンコンみたらし団子 

「市政のひろば」つしま2016.6 ８ 

市役所　124-1111 市制施行７０周年記念、津島の“和”スイーツ商品化 

問合　企画政策課歴史・文化のまちづくり推進Ｇ　内線２３３３・２３３４ 



             

平
成
２８
年
度
市
・
県
民
税
の
納
税
通
知

書
の
発
送
日
は
６
月
１０
日
と
な
り
ま
す
。 

※
会
社
等
か
ら
支
払
わ
れ
る
給
与
か
ら
天

引
き
で
納
め
る
方
の
場
合
は
、５
月
１２
日

に
会
社
等
の
給
与
担
当
者
あ
て
に
「
税

額
通
知
書
」
を
発
送
し
ま
し
た
。
　 

   

次
の
減
免
理
由
に
該
当
す
る
方
は
、納

付
前
に
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い（
申

請
期
日
を
過
ぎ
た
場
合
や
、既
に
納
付
し

た
税
額
に
つ
い
て
は
減
免
で
き
ま
せ
ん
）。 

対
象 

１
　
６
月
３０
日
現
在
に
お
い
て
平
成
２８
年

の
所
得
が
平
成
２７
年
の
所
得
に
比
べ
２

分
の
１
以
下
に
減
少
す
る
方
で
、平
成
２７

年
の
所
得
が
２
０
０
万
円
以
下
の
方 

２
　
生
活
保
護
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方 

３
　
６
カ
月
以
上
長
期
療
養
を
要
す
る
方

で
、平
成
２７
年
の
所
得
が
１
３
０
万
円
以

下
の
方 

４
　
１
月
２
日
以
後
に
死
亡
し
た
方
の
う
ち
、

平
成
２７
年
の
所
得
が
２
０
０
万
円
以
下
の

方 

５
　
雇
用
保
険
法
の
基
本
手
当
の
受
給
資
格

が
あ
る
方
で
、扶
養
す
る
親
族
な
ど
が
あ
り
、

平
成
２７
年
の
所
得
が
２
０
０
万
円
以
下
の

方 

６
　
震
災
、風
水
害
、火
災
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
方 

７
　
障
が
い
者
、未
成
年
者
、寡
婦
、被
爆
者

な
ど
で
、平
成
２７
年
の
所
得
が
、１
３
５
万

円
以
下
の
方 

８
　
障
が
い
者
な
ど
で
市
民
税
の
納
税
義
務

を
負
わ
な
い
夫
と
生
計
を
一
に
す
る
妻
の

う
ち
、平
成
２７
年
の
所
得
が
１
３
５
万
円

以
下
の
方 

９
　
勤
労
学
生
で
、所
得
割
を
課
さ
れ
な
い

方 

申
請
期
日 

１
に
該
当
す
る
方
…
８
月
１
日

 

２
〜
６
に
該
当
す
る
方 

　
減
免
理
由
の
発
生
の
日
か
ら
３０
日
を
経
過

し
た
日
、ま
た
は
最
初
に
到
来
す
る
納
期

限
の
い
ず
れ
か
遅
い
日 

７
〜
９
に
該
当
す
る
方
…
６
月
３０
日

 

申
請
場
所 

　
税
務
課
市
民
税
Ｇ（
市
役
所
２
階
） 

該
当
項
目
に
よ
り
、必
要
な
添
付
書
類
や

減
免
額
が
異
な
り
ま
す
の
で
、詳
し
く
は
ご

相
談
く
だ
さ
い
。 

 

 
 
   

ふ
る
さ
と
納
税
に
お
け
る
特
例
控
除
額
の

上
限
が
、個
人
住
民
税
所
得
割
額
の
１
割
か

ら
２
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
（
平
成
２７

年
４
月
１
日
以
後
の
寄
附
金
か
ら
適
用
）。 

ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度

の
創
設 

平
成
２７
年
４
月
１
日
以
降
に
ふ
る
さ
と
納

税
を
さ
れ
た
方
で
、一
定
の
要
件
に
該
当
す

る
方
は
、確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
な

く
税
制
上
の
優
遇
措
置
を
受
け
ら
れ
る
「
ワ

ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
」が
創
設
さ
れ
ま
し
た

（
平
成
２７
年
４
月
１
日
以
後
の
寄
附
金
か
ら

適
用
）。 

こ
の
場
合
、所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所

得
税
に
お
け
る
軽
減
額
に
相
当
す
る
額
が「
申

告
特
例
控
除
」
と
し
て
個
人
住
民
税
所
得
割

額
か
ら
軽
減
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特

例
制
度
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。 

・
確
定
申
告
書
の
提
出
が
必
要
な
方 

・
確
定
申
告
書
や
市
県
民
税
申
告
書
を
提
出

し
た
方 

・
ふ
る
さ
と
納
税
先
が
５
団
体
を
超
え
る
方 

・
申
告
特
例
申
請
書
に
記
載
し
た
市
町
村
と

寄
附
し
た
年
の
翌
年
１
月
１
日
に
お
住
ま

い
の
市
町
村
が
異
な
る
方 

・
平
成
２７
年
１
月
か
ら
３
月
末
ま
で
に
ふ
る

さ
と
納
税
を
し
た
方 

公 

平
成
２８
年
１０
月
以
後
に
実
施
す
る
特
別

徴
収
か
ら
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
制

度
の
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。 

仮
徴
収
税
額
の
算
定
の
見
直
し 

特
別
徴
収
額
の
平
準
化
を
図
る
た
め
、

仮
徴
収
税
額
が
、前
年
度
の
分
の
公
的
年

金
等
に
係
る
個
人
住
民
税
額
の
２
分
の
１

に
相
当
す
る
額
と
な
り
ま
す
。 

 
              

転
出
、税
額
変
更
の
場
合
の
特
別
徴
収
の

継
続 公

的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
対
象
者
が

転
出
し
た
場
合
や
税
額
に
変
更
が
生
じ
た

場
合
、特
別
徴
収
は
停
止
と
な
り
、普
通
徴

収
に
切
り
替
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、一
定
の

要
件
の
下
で
特
別
徴
収
が
継
続
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。 

税務課からの 
　　　　お知らせ 

問合　税務課市民税Ｇ 
　　　内線２２０１～２２０４ 
 

市
・
県
民
税
の
納
税
通
知
書
の
発
送
日
 

市
・
県
民
税
の
減
免
を
受
け
る
方
は
、 

納
付
前
に
手
続
き
を
 

平
成
２８
年
度
市
・
県
民
税
の
主
な
 

変
更
点
 

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
よ
る
個
人
住
民
税 

の
特
例
控
除
限
度
額
の
拡
充 

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
制
度
の
見
直
し 

ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度 

の
創
設 

改
正
前 

改
正
後 

前年度分の 
本徴収額÷３ 

※前年２月と同額 
 

（前年度分の年税額 
×１/２）÷３ 

（年税額－仮徴収額） 
÷３ 

（年税額－仮徴収額） 
÷３ 

４月 ６月 ８月 １０月 １２月 

仮徴収 本徴収 

２月 

 

９ 

市役所　124-1111税務課からのお知らせ 

「市政のひろば」つしま2016.6



 

国
民
健
康
保
険
税
の
所
得
割
額
や
高
額

療
養
費
の
１
カ
月
あ
た
り
の
自
己
負
担
限

度
額
の
区
分
の
判
定
な
ど
は
、前
年
の
１
月

か
ら
１２
月
ま
で
の
１
年
間
の
所
得
を
も
と

に
決
め
ら
れ
ま
す
。 

所
得
の
申
告
を
さ
れ
な
い
と
、国
民
健
康

保
険
税
が
割
高
に
算
定
さ
れ
る
こ
と
や
、高

額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
が
上
位
所

得
者
と
判
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

で
、収
入
が
無
か
っ
た
、少
な
か
っ
た
な
ど
の

理
由
で
申
告
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、必
ず

所
得
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

な
お
、公
的
年
金
収
入
や
給
与
収
入
が

あ
っ
た
方
は
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

問
合
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
２
５
〜
２
１
２
９ 

   

  
 

小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
医
療
受
給

者
証
を
交
付
さ
れ
て
い
る
児
童
を
対
象
に
、

医
療
機
関
で
支
払
っ
た
医
療
費
自
己
負
担

額
を
、市
に
申
請
す
る
こ
と
で
助
成
が
受
け

ら
れ
ま
す
。 

対
象
　
「
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
医

療
受
給
者
証
」
を
交
付
さ
れ
た
１８
歳
未

満
の
児
童（
２０
歳
到
達
ま
で
認
め
ら
れ
る

場
合
あ
り
） 

内
容
　
医
療
保
険
の
自
己
負
担
額
の
助
成 

　
（
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
係
る
自
己
負

担
の
ほ
か
、そ
れ
以
外
の
医
療
費
全
般
に

係
る
自
己
負
担
額
） 

持
ち
物 

・
印
鑑
、健
康
保
険
証 

・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
医
療
受
給

者
証 

・
領
収
証 

・
振
込
先
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の 

問
合
　
保
険
年
金
課
医
療
・
年
金
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
２
３
・
２
１
２
４ 

 

現
在
、手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、前
年

の
所
得
状
況
や
児
童
の
養
育
状
況
等
を
確

認
す
る
た
め
、現
況
届
の
提
出
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
次
の
と
お
り
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。 

※
所
得
が
一
定
額
以
上
の
場
合
、手
当
額

が
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

※
現
況
届
の
提
出
が
な
い
場
合
、６
月
分
以

降
の
手
当
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。 

日
時
・
場
所
　
下
表
の
と
お
り 

持
ち
物 

・
受
給
者
あ
て
通
知
書（
現
況
届
） 

・
印
鑑（
朱
肉
を
使
う
も
の
） 

・
厚
生
年
金
等
加
入
の
方
は
受
給
者
の
方

の
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
ま
た

は
、年
金
加
入
証
明
書 

・
振
込
口
座
を
変
更
さ
れ
る
方
は
、受
給

者
名
義
の
銀
行
預
金
通
帳 

・
平
成
２８
年
１
月
２
日
以
降
に
津
島
市
に

転
入
さ
れ
た
方
は
、平
成
２８
年
度
課
税

証
明
書
（
平
成
２８
年
１
月
１
日
に
住
民

票
の
あ
っ
た
市
町
村
で
発
行
し
た
も
の
） 

 

保険年金課からの 
お知らせ 

問合　保険年金課 
　　　国民健康保険Ｇ 
　　　医療・年金Ｇ 

子育て支援課からの 
お知らせ 

問合　子育て支援課 
　　　子育て支援Ｇ 
　　　内線２２２３・２２２４ 
 

所
得
申
告
の
お
願
い 

児
童
手
当
の
現
況
届 

小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
の
医
療
費 

助
成
制
度 

 

児童手当　出張受付会場一覧表 

受付会場 日　　程 受付時間 

神守支所 

神島田公民館 

南文化センター 

中央公民館 

児童科学館 

１日 ～３０日  
※土・日曜日を除く 

午前９時～午後５時 市役所２階会議室 ６月 

９日 ・１４日

１５日  

１６日  

１７日  

１１日 ・１９日

午前１０時～午後４時 

午後  １時～午後４時 

午後  １時～午後４時 

午後  １時～午後４時 

午前１０時～午後４時 

「市政のひろば」つしま2016.6１０ 

市役所　124-1111 子育て支援課・保険年金課からのお知らせ 



福祉医療費助成制度は、下表に該当する方が医療機関にかかる場合、医療保険の自己負担額が無料になる制度です。 
この制度を利用するには、受給者証の交付を受けるなど申請が必要です。該当される方は、早めに手続きをしてく
ださい。 

※１　償還払･･･一度医療機関で自己負担額を支払った後、後日市への請求により医療費の支給を受ける方法 
※２　市町村民税課税証明書が必要な方 
　　・平成２８年７月までに申請する方で、平成２７年１月２日以降に他市町村から転入された方 
　　・平成２８年８月以降に申請する方で、平成２８年１月２日以降に他市町村から転入された方 

助成内容（生活保護法など公的制度で医療費の助成をすでに受けている方は対象になりません） 

助成内容 
所得等制限 

対　　　　　象 
受　給　資　格 

区分 

子ども医療 

新規の申請手続き 
に必要なもの 

・０歳児から小学校３年生（９歳に達する年度末)
まで 
・入院のみ中学校卒業（１５歳に達する年度末）
まで（償還払※１） 

・小学校４年生から１８歳に達する年度末まで 
（上記の場合を除く） 

無 

市民税所得割
額５万円以下 

・印鑑、健康保険証 

・印鑑、健康保険証 
・市町村民税課税証明書 
　（該当する方のみ※２） 

医療保険の自己負担額 

障がい者 
医療 

・身体障害者手帳１級から３級、４級の腎臓機
能障害または４級から６級の進行性筋萎縮
症の方 
・療育手帳（A・B判定）の方 
・自閉症状群と診断された方 

無 

・印鑑、健康保険証 
・身体障害者手帳または療育
手帳 
・自閉症状群については医師
の診断書 

医療保険の自己負担額 

母子・父子 
家庭医療 

・１８歳に達する年度末までの児童(以下｢１８
歳以下の児童｣という）を現に扶養する母
子家庭の母、父子家庭の父 
・上記の母、父が扶養する１８歳以下の児童 
・父母のいない１８歳以下の児童 

児童扶養手当法
による児童扶養手
当の所得制限基
準額 

・印鑑、健康保険証 
・母子・父子家庭を証する書類
（児童扶養手当、遺児手当の
各証書等） 
・市町村民税課税証明書 
　（該当する方のみ※２） 

医療保険の自己負担額 

精神障がい者 
医療 

・精神障害者保健福祉手帳１級または２級
の方 

・自立支援医療費（精神通院）を支給する旨
の認定を受けた方 

無 

・印鑑、健康保険証 
・精神障害者保健福祉手帳、
自立支援医療受給者証の写
し 

・印鑑、健康保険証 
・障がい者の方は障がい者医
療と同様 
・母子・父子家庭の方は母子・
父子家庭医療と同様 
・精神障がい者の方は精神障
がい者医療と同様 
・ねたきりおよび認知症状態
の方は介護保険被保険者証、
ねたきり・認知症状態のわか
るもの（医師からの診断書等）、
市町村民税課税証明書 
　（該当する方のみ※２） 

医療保険の自己負担額 

指定自立支援医療機
関における精神通院に
支払った医療保険の自
己負担額（医療に要す
る費用の１０％。ただし
自己負担上限額以内） 

後期高齢者 
福祉医療 

７５歳（一定の障がいがある方は６５歳）以上で
次の要件に該当する方 
・障がい者および母子・父子家庭の父母で各
　福祉医療の受給要件に該当する方 
・戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者 
・精神障がい者、結核患者で公費負担の受給
　要件に該当する方 
・精神障害者保健福祉手帳1級または2級の
　方 
・市民税非課税世帯に属するねたきりの方お
　よび重度、中度の認知症状態にある方 
・自立支援医療費（精神通院）を支給する旨
　の認定を受けた方（償還払※１） 

・母子・父子家庭
の父母の方は
児童扶養手当
法による児童扶
養手当の所得
制限基準額 
・ねたきりおよび
認知症状態の
方は市民税が
非課税の世帯 

医療保険の自己負担
額 
ただし、自立支援医療
認定による該当者は、
指定自立支援医療機
関における精神通院に
支払った医療保険の自
己負担額（医療に要す
る費用の１０％。ただし
自己負担上限額以内） 

１１ 
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問合　保険年金課医療・年金Ｇ　内線２１２３・２１２４ 
 

ご存知ですか？　福祉医療費助成制度 
 



平
成
２８
年
第
１
回
市
議
会
臨
時
会
 

正
・
副
議
長
就
任
あ
い
さ
つ
 

 

  

第
１
回
市
議
会
臨
時
会
が
５
月
１２
、１３
日

の
２
日
間
開
か
れ
、議
長
に
加
藤
則
之
氏
、副

議
長
に
伊
藤
恵
子
氏
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
ほ
か
、常
任
・
議
会
運
営
・
市
民
病
院

調
査
特
別
委
員
会
委
員
の
選
出
が
行
わ
れ
、

新
し
い
役
員
が
決
ま
り
ま
し
た
。
ま
た
、専
決

処
分
が
２
件
承
認
さ
れ
た
ほ
か
、条
例
改
正

１
件
お
よ
び
人
事
案
件
１
件
が
可
決
さ
れ
ま

し
た
。 

市
議
会
新
役
員（
敬
称
略
） 

◎
委
員
長
　
○
副
委
員
長 

総
務
委
員
会 

◎
宇
藤
久
子
○
上
野
聡
久
　
日
比
野
郁
郎 

　
加
藤
則
之
　
加
藤
哲
司
　
森
口
達
也 

　
山
田
真
功 

厚
生
病
院
委
員
会 

◎
安
井
貴
仁
○
太
田
幸
江
　
大
鹿
一
八 

　
本
田
雅
英
　
後
藤
敏
夫
　
長
尾
日
出
男 

　
沖
　
廣 

文
教
建
設
委
員
会 

◎
西
山
良
夫
○
垣
見
啓
之
　
垣
見
信
夫 

　
伊
藤
恵
子
　
小
山
高
史
　
服
部
哲
也 

議
会
運
営
委
員
会 

◎
本
田
雅
英
　
○
垣
見
信
夫 

　
日
比
野
郁
郎
　
大
鹿
一
八
　
後
藤
敏
夫 

　
長
尾
日
出
男
　
太
田
幸
江 

市
民
病
院
調
査
特
別
委
員
会 

◎
垣
見
信
夫
○
山
田
真
功
　
本
田
雅
英 

　
後
藤
敏
夫
　
西
山
良
夫
　
長
尾
日
出
男 

　
安
井
貴
仁
　
太
田
幸
江
　
垣
見
啓
之 

▽
専
決
第
１
号 

専
決
処
分
の
承
認
に
つ
い
て
（
津
島
市
市
税

条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
） 

地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、津
島

市
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
し
た
た
め
報

告
し
、承
認
を
求
め
る
も
の
で
す
。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
承
認 

▽
専
決
第
２
号 

専
決
処
分
の
承
認
に
つ
い
て
（
津
島
市
国
民

健
康
保
険
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
） 

地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、津
島

市
国
民
健
康
保
険
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部

を
改
正
し
た
た
め
報
告
し
、承
認
を
求
め
る

も
の
で
す
。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
承
認 

▽
議
案
第
４２
号 

市
長
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て 

本
市
の
行
政
運
営
に
対
す
る
信
頼
を
損
ね

た
責
任
に
よ
り
、市
長
及
び
副
市
長
の
給
与

月
額
を
減
額
す
る
も
の
で
す
。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
可
決 

▽
議
案
第
４３
号 

津
島
市
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て 

　
小
山
高
史
氏
を
選
任
し
、同
意
を
求
め
る

も
の
で
す
。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
同
意 
  
     

市
民
の
皆
様
に
は
、平
素
よ
り
、市
議
会
に

対
し
ま
し
て
、格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

賜
り
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

私
た
ち
は
、去
る
５
月
１２
日
の
市
議
会
臨

時
会
に
お
き
ま
し
て
、議
員
各
位
の
ご
推
挙

に
よ
り
、議
長
、副
議
長
に
就
任
い
た
し
ま
し

た
。
誠
に
身
に
余
る
光
栄
で
あ
り
、そ
の
使
命

と
責
任
の
重
大
さ
に
身
の
引
き
締
ま
る
思
い

で
ご
ざ
い
ま
す
。 

さ
て
、人
口
減
少
時
代
の
中
、持
続
可
能
な

行
政
運
営
や
、地
域
の
活
性
化
は
、地
方
公
共

団
体
に
と
っ
て
、ま
さ
に
直
面
す
る
重
要
課
題

で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、地
域
の
基
幹
病
院
の
一
翼
を
担
う

津
島
市
民
病
院
を
核
と
し
た
地
域
医
療
体
制

の
充
実
も
大
変
重
要
な
課
題
で
あ
り
ま
す
。 

こ
う
し
た
中
、国
と
地
方
が
総
力
を
挙
げ

て
取
り
組
む
上
で
の
指
針
と
な
る
「
ま
ち
・
ひ

と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
」
を
国
が
策
定
し
、

津
島
市
に
お
い
て
も
、「
津
島
市
人
口
ビ
ジ
ョ

ン
」
お
よ
び「
津
島
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創

生
総
合
戦
略
」が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。 

山
積
す
る
課
題
は
、一
朝
一
夕
に
解
決
で

き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
市
当
局
と
と

も
に
地
方
自
治
を
担
う
車
の
両
輪
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
、常
に
市
民
の
目
線
に
立
っ
て

市
当
局
の
施
策
を
厳
正
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と

と
も
に
、真
摯
な
議
論
を
十
分
に
重
ね
な
が

ら
、地
域
社
会
の
健
全
な
発
展
と
市
民
福
祉

向
上
の
た
め
に
、全
力
を
傾
注
し
て
い
く
所

存
で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、自
ら
研
さ
ん
を
深
め
、議
会
の
改
革
、

活
性
化
に
も
努
め
、市
民
の
皆
様
に
よ
り
一

層
信
頼
さ
れ
る
議
会
を
め
ざ
し
て
ま
い
り
ま

す
。 市

民
の
皆
様
に
は
、今
後
と
も
市
議
会
の

活
動
や
市
政
に
つ
い
て
、ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
申
し
上
げ
て
、就
任
の
あ
い
さ
つ
と
い

た
し
ま
す
。 

 

平
成
２８
年
５
月 

議
　
長
　
加
藤
　
則
之 

副
議
長
　
伊
藤
　
恵
子 

 

議長 
加藤則之 氏 

副議長 
伊藤恵子 氏 

６
月
１
日

〜
３０
日

暴
走
族
追
放
強
調
月
間
 

暴
走
を
し
な
い
、さ
せ
な
い
、見
に
行
か
な
い 

暴
走
族
の
い
な
い
ま
ち
づ
く
り
に
関
心

と
理
解
を
深
め
る
運
動
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。 

主
唱
　
県
、県
警
察
本
部
、県
青
少
年
育

成
県
民
会
議
、市
青
少
年
問
題
協
議
会 

問
合
　
市
青
少
年
問
題
協
議
会（
社
会
教

育
課
生
涯
学
習
Ｇ
）内
線
２
２
８
２ 

６
月
２７
日

〜
７
月
３
日

「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」
強
化
週
間
 

強
化
週
間
中
は
、相
談
時
間
を
延
長
し
、

全
国
一
斉
に
電
話
相
談
を
実
施
し
ま
す
。 

相
談
時
間 

　
平
日
　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
７
時 

　
土
・
日
曜
日
　
午
前
１０
時
〜
午
後
５
時 

※
強
化
週
間
外
は
平
日
の
午
前
８
時
３０
分

〜
午
後
５
時
１５
分 

内
容
　
い
じ
め
・
虐
待
な
ど
、子
ど
も
の
人

権
に
か
か
わ
る
悩
み
ご
と
、心
配
ご
と

な
ど
の
相
談 

※
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、気
軽
に
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。 

相
談
専
用
電
話 

　
1
０
１
２
０
ー

０
０
７
ー

１
１
０ 

　
　
　
　
　
　（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
） 

問
合
　
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部 

　
1
０
５
２
ー

９
５
２
ー

８
１
１
１ 

　
内
線
１
４
５
０ 
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	６月つしま最終web 08
	６月つしま最終web 09
	６月つしま最終web 10
	６月つしま最終web 11
	６月つしま最終web 12

